
(第２回変更)契約変更の内容 

契約変更年月日 令和  1年 10月 21日 

契 約 業 者 名 富士通（株） 

契約業者の住所 

大阪府大阪市中央区城見２－２－６ 

工 事 の 名 称 
ETC中央装置補修工事(30-大管・神管)             

工 事 場 所 

大阪管理局、神戸管理部、外 

工 事 種 別 電気通信 

工 事 概 要 

ＥＴＣ中央装置の補修 

工 期 ( 自 ) 平成 30年  6月  8日 

工 期 ( 至 ) 令和  2年  5月 31日 

契 約 金 額        3,225,420,000 円 

変 更 金 額          151,673,840 円 増

変更後の契約金額        3,377,093,840 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 



変更契約理由書

ETC中央装置補修工事（ 30-大管・ 神管）
第２回変更

・ 大和川線大口・ 多頻度割引拡充対応

・ 企画割引機能改善対応

・ 路外PA（ アマドゥ） 追加対応

・ その他数量精算等


